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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１４５　　２０１１年　９　月　２９　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
野田首相の初外交、４つの問題が浮上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１、原発問題（再稼動と輸出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ野田首相は「東電福島原発の事故は着実に収束に向かっている」「放射性物質の放出量は当初の４００万分の１に抑えられている」「日本は原子力発電の安全性を世界最高水準に高める」と演説して、新興国などの「高い関心にしっかり応えていく｣と財界が求める原発の輸出を推進する立場です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ野田首相は、未だに数万の人たちが住み慣れたふるさとに帰る見込みがたっていない状況や、事故を機に全世界に広がっている原発からの撤退を求める声は聞こえないのか、放射能から子どもたちをどう守るか真剣に悩んでいる親たちの気持ちが分からないのでしょうか。　　　　　　　　　　　　
　運転を続ければ放射性廃棄物がたまり続け、いったん事故を起こせば制御できなくなる原発の危険性は、今回の事故でいっそう浮き彫りになりました。原発事故は、時間的にも、空間的にも、社会的にも、他のどんな事故とも違い「異質」で危険なものです。事故の重大性を直視するなら「最高水準の安全性」が今にも実現できるようにいって新たな「安全神話」をふりまくのではなく、原発からの撤退を今こそ決断すべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、沖縄・米軍普天間基地問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ訪米した野田首相が最初に行ったのは、オバマ米大統領との首脳会談でした。大統領は、米軍普天間基地の｢移設｣について､｢結果を必要としている時期に近づいている」と述べ、名護市辺野古への新基地建設を迫り、野田首相は「日米合意｣にのっとって｢全力を尽くしていく」と答えました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ野田首相の訪米と前後してアメリカを訪問した仲井真沖縄県知事は、県内に「移設」を受け入れるところはないと述べ、基地をつくったときのように「銃剣とブルドーザー」で押し付けるつもりかと発言しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３、南スーダンへ自衛隊派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ野田首相は潘基文国連事務総長との会談や総会演説で、独立して間もなく武力衝突が今も絶えない南スーダンでの国連平和維持活動(ＰＫＯ）への自衛隊派遣に
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　   http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　　　　　　　　
ついて、「日本の得意分野でぜひとも参加したい」と司令部要員の派遣を表明するとともに、施設部隊についても「派遣に関心を有しており、必要な現地調査を早急に行う」と約束しました。首相演説の十数時間後には、日本から、外務省、防衛省、自衛隊からなる調査団が南スーダンへ向かい、憲法違反の危険な海外派兵がいっそう拡大されようとしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４、ＴＰＰ（環太平洋連携協定）　

　聖域なき関税（輸入貨物に対して課される税金）の撤廃で、農林水産業のみならず食品安全や医療、労働などあらゆる分野が甚大な影響を受けるＴＰＰを野田首相は、オバマ大統領に「しっかり議論を積み重ね、できるだけ早い時期に結論を出したい」と伝え、大統領はこれを歓迎しました。
　ＴＰＰへの参加は、日本経済を大きく左右する問題です。ＴＰＰ参加は財界が要求しています。輸出大企業はモノやサービス、カネの流れを自由化し、国境による規制をなくして市場を一体化しようとしています。多国籍企業が市場統合を求めるのは、競争上から世界的な供給網を構築する必要があるなども理由です。
また、米国やオーストラリアなど海外から農産物が流入することから、日本農業は壊滅的な打撃を受けます。農水省の試算では日本の食料自給率は３９％から１３％にも落ち込みます。農業に連なる食品加工や運輸など広範な産業も影響を免れず、地域経済も大きく破壊されます。
　大震災で大きな被害を受けた東北地方は食料生産拠点です。多くの被災者の生業である農水産業の復旧・復興は進まず、政府の責任が厳しく問われています。
　日本共産党桑名市議団の市政報告会のお知らせ
日　時　　１０月１７日（月）午後６時３０分より

４０分程の記念講演ＤＶＤ上映、その後７時過ぎより報告会

場　所　　桑名市民会館　３階　第３・４会議室
内　容　　議員より９月定例会の報告と参加者との懇談があります。

桑名市政について分からない事、思っている事、不満な事、やって欲しい事等々何でも伺い、要求実現のために皆さんと共に日本共産党桑名市議団は頑張ります。
議場に国旗が掲げられる事に
反対する意見を無視して強行、議員間の民主主義とは何かが問われる。
１６日の本会議終了後に、各派代表者会議（共産党は２名なのでオブザーバー参加）が開催され、「その他」事項で議場への国旗の問題が議長より提案された。前回までの会議で、議長・副議長に国旗の問題に関しての「案」の提案が一任されていました。議長から市旗と同じようなもの（小さなものでクロスで議長席の横の壇上に）を置くことが提案された。正式の委員からは質問がなかったが、私は、何故日の丸を掲げるのか、その必要性は何なのかを再度説明するように質問しましたが、議長からは「承っておきます」でお終いでした。議員のアンケートなどで意見は出されていましたが、本格的な議論は一切なされずじまいで、決定されてしまいました。最初の古参議員の要求から各派代表者会議における一切の議事録を取り寄せ内容を公開したいと考えています。
桑名の放射能　０.０６μSv/h
桑名市では、簡易放射線測定器を使って放射能を測っていることが分かりました。測定は８月１６日から始まり、測定結果は平均０.０６マイクロシーベルト毎時(μSv/h)です。最低値が０.０５０で最高値は０.０６８です。場所は、市役所南側の新矢田公園内で地上高さ１ｍの地点で、毎日朝の１０時に測定しています（休日を除く）。測定器は環境放射線モニタＲａｄｉ（ラディ、ＰＡ－１０００、堀場製作所製）で、取扱説明書によると、「実際にＲａｄｉで測るのは、身の回りに存在する放射線（環境放射線）です。環境放射線には、自然放射線だけでなく、回りにある人工的な放射線もふくまれます。」、「γ（ガンマ）線という放射線を測定」となっています。各社の新聞には毎日１時間あたりの空気中の放射線量が載っていますが、桑名の値は問題なく安全性が確保されているようです。

住民のみなさんからの要望にこたえて桑名市も試験的に放射能の測定を開始しています。なお、これは簡易測定であり桑名市では今のところ公表はしていません。ちゃんとした測定器を購入（需要増でまだ購入できないとの事）した後に、公表を検討するそうです。

傍聴記　総務政策常任委員会(決算特別委員会分科会)　　　　　　　　　　　　　　　保守系議員が補正予算案に反対　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｐ付託された議案中、今年度の一般会計予算補正の「繰越明許費｣と「地方債補正」で質疑が出され、保守系議員が補正予算案に反対しました。中身は陽だまりの丘に造る生涯学習施設と子育て支援施設の複合施設の実施設計・造成工事・用地取得費等に係る予算です。当初予算には基本設計の予算が上がっているのに、何故この時期に合併特例債を使い繰越明許までして予算計上するのかという疑問です。
　まだ基本設計が決まっていないので、予算計上するのには何らかの意味があるはずです。答弁の中では、市長のマニフェストからも平成２５年の３月までに完成したいとのことでした。私たちもこの複合施設の建設に反対するものではありませんが、今回の予算計上には理解できません。
　　　　　建設水道常任委員会　下水道事業会計補正予算
和解あっせん(ＡＤＲ)に係る負担金・補償金・弁護士委託料（７，５９３千円）ｐ事件は平成２０年８月２８日の豪雨により住民が浸水被害を受けたことに対して解決金として７，０００千円を支払うものです。行政が選んだＡＤＲは妥当な方法なのか。不当要求行為ではないかが問われています。
【解説】ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）は、訴訟手続によらない紛争解決方法。紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。ＡＤＲは相手が合意しなければ行うことはできず、仲裁合意をしている場合以外は解決案を拒否することも出来る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＡＤＲを利用したい人が申し立てを行い、申し立てを受け付けるとＡＤＲ機関が相手方に連絡する。ＡＤＲによる解決が望めない等、場合によっては却下される事もある。相手方がＡＤＲを拒否すれば手続きは成立しない。合意すれば手続きが始まる。まずあっせん人、調停人、仲裁人が決定される。（複数の候補者から当事者が決める場合もある）そしてあっせん、調停、仲裁が行われ、あっせん、調停の場合は当事者が合意すれば成立となり、手続きが終了する。当事者が拒否した場合は不成立となる。仲裁は仲裁人が仲裁を行い判断（仲裁判断）を行う。事前に仲裁合意を行っているので、当事者は仲裁判断を拒否することはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

民事訴訟と比較した場合のＡＤＲの長所としては、利用者にとっては費用が少なくすむ、非公開のためプライバシーや社内技術などが外部に漏れるリスクを回避することができ、訴訟と比べて時間がかからない、手続きが裁判の様に難しくない（電話で申し込める機関もある）、当事者の都合に合わせて日時を決める事が出来るなど当事者の意向に応じて柔軟に対応することが可能という点が挙げられる。また実施機関が裁判所に限定されず他の機関で紛争解決を行うことにより、裁判所にとっても持ち込まれる紛争が減り、紛争処理に関する負担の軽減につながる。一方、短所としては、仲裁に応じた場合、訴訟を起こす権利が失われる、解決手段に当事者が応じない場合がある、民間のＡＤＲ機関に解決を委ねた場合、第三者が一方の当事者と密接な関係にあるケースではもう一方の当事者にとって不利な裁定が下される恐れがあるなどの点がある。ＡＤＲの存在を知らない人が多いことや、判断の公平性への疑問など問題点が挙げられている。（ウィキペディアより）
星野公平の１５日の一般質問の「３、学校での防災について」の答弁が１６日付けの「伊勢新聞」で報道されました。
避難所配置の職員増員も　桑名市議会で答弁　　　　　　　　　　　　　　　

【桑名】桑名市議会９月定例会は、本会議を再開し、・・・・・・、星野公平（共産）、・・・の６議員が一般質問した。災害時に学校が避難場所となる場合、市は住民対応の当初配置職員を１人と決めているが、被害や避難者の状況によっては、災害対策本部の決定により配置職員を増員し、施設管理者（学校長）や地域の自治会長、自主防災組織のリーダーと協力して避難所たる運営に当たるとした。星野議員の質問に答えた。
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